障害者施策推進部

固定資産税非課税証明にかかる証明書の発行手続きについて
　１　証明書発行要件

　　　以下のすべてに該当する必要があります。

（1） 社会福祉法第６９条の規定により都道府県知事に第二種社会福祉事業の届出をした者であること。
（2） 認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又はこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者により組織される団体であること。

（3） 営利を目的としない団体であること。
　２　申請に必要な書類

　　　職員の指示に従い、以下の書類をご提出ください。

　　
· 証明願（２部）

· 第二種社会福祉事業の届出に係る受理証明書又は当該事業にかかる指定通知書（写）

· 団体（会員）名簿

· 団体の事業目的、事業内容

· 定款、その他の基本約款

· 直近の予算書又は決算書

· 職員の在職証明書（必要に応じて）

　３　手数料

　　　１件につき４００円

　４　留意事項

· 証明書は、証明願をいただいてから概ね３０日以内に発行します。

· 提出いただく書類の他に、参考資料等の作成・提出をお願いすることがあります。

· 要件を満たしていない場合は、証明書の発行ができません。
